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はじめに 

１）調査の目的 

 草津市では、平成８年（1996年）７月に「草津市人権擁護に関する条例」を制定し、誰もが明る

く住みよいまちづくりをめざして、人権・同和問題に関する教育、啓発活動を実施しています。 

 この調査は、今後の人権教育、啓発活動の基礎資料として活用することを目的とし、昭和58年（1983

年）以降、５年ごとに実施しているもので、今回が８回目の実施です。 

 

２）調査の実施状況 

○調査対象者 平成31年１月15日現在における本市在住の満20歳以上の3,000人 

 各小学校区の満20歳以上の男女別・年齢別の構成比に基づき抽出数を設定 

○標本抽出方法 住民基本台帳より上記条件で無作為抽出 

○調査方法 郵送配付・回収、無記名方式。はがきによる礼状兼依頼状を１回配付 

○調査時期 平成31年２月１日～２月21日 

 

３）調査票の配付・回答状況、回答者の主な属性 

○実配付件数 2,983件（対象者の転居や宛先不明により配付できなかった件数：17件） 

○有効回答数 1,193件（有効回答率：40.0％） 

○回答者の属性 

【性別】                  【年齢】 

 

 

 

 

 

【小学校区】 

 

 

                      【市内居住年数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 構成比

男性 483 40.5%

女性 657 55.1%

回答したくない 25 2.1%

無回答 28 2.3%

合計 1,193 100.0%

回答数 構成比

志津小学校区 80 6.7%

志津南小学校区 48 4.0%

草津小学校区 95 8.0%

草津第二小学校区 91 7.6%

渋川小学校区 85 7.1%

矢倉小学校区 82 6.9%

老上小学校区 72 6.0%

老上西小学校区 51 4.3%

玉川小学校区 82 6.9%

南笠東小学校区 60 5.0%

山田小学校区 67 5.6%

笠縫小学校区 101 8.5%

笠縫東小学校区 75 6.3%

常盤小学校区 51 4.3%

無回答・小学校区不明 153 12.8%

合計 1,193 100.0%

回答数 構成比

20歳代 95 8.0%

30歳代 162 13.6%

40歳代 237 19.9%

50歳代 210 17.6%

60歳代 241 20.2%

70歳以上 214 17.9%

無回答 34 2.8%

合計 1,193 100.0%

回答数 構成比

２年未満 56 4.7%

２年以上５年未満 85 7.1%

５年以上10年未満 101 8.5%

10年以上20年未満 197 16.5%

20年以上 659 55.2%

無回答 95 8.0%

合計 1,193 100.0%
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１．市民の差別に対する考え方の変化 
 

差別についての考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 差別についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.6%

74.5%

87.3%

42.1%

66.4%

30.2%

2.0%

17.3%

4.4%

35.1%

9.1%

37.4%

27.7%

32.8%

1.6%

1.9%

0.6%

2.4%

19.9%

24.5%

3.3%

3.6%

3.4%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

①母子家庭に対する就職差別
（就職試験と母子家庭）　　　　

②性による管理職登用の差別
（管理職登用と性別）　　　　　

③職業差別　　　　　　　　　
（子どもの勉強と職業）　　　

④同和地区の忌避意識　　　
（住宅と同和地区）　　　　　　

⑤障害者差別　　　　　　　
（反対運動と障害児（者）施設）

⑥身元調査（身元調査と結婚）

差別だと思う 差別だとは言えないと思う いちがいに差別とは言えない 無回答

(N=1,193)

○「差別だと思う」が最も多いのは「③職業差別（子どもの勉強と職業）」（87.3％）で、以下、

「②性による管理職登用の差別（管理職登用と性別）」（74.5％）、「①母子家庭に対する就職差

別（就職試験と母子家庭）」（71.6％）、「⑤障害者差別（反対運動と障害児（者）施設）」（66.4％）

と続いています。 

○逆に、「差別だとは言えないと思う」が最も多いのは「⑥身元調査（身元調査と結婚）」（35.1％）

で、次いで「④同和地区の忌避意識（住宅と同和地区）」（17.3％）となっています。 

○「いちがいに差別とは言えない」が最も多いのは「④同和地区の忌避意識（住宅と同和地区）」

（37.4％）で、以下、「⑥身元調査（身元調査と結婚）」（32.8％）、「⑤障害者差別（反対運動と

障害児（者）施設）」（27.7％）が続いています。【以上、図表１】 

○差別についての考え方を全体的にみた場合、ほとんどの項目について多くの人が差別だと思っ

ている傾向がみられ、市民に人権問題や差別に対する正しい知識・理解は一定浸透してきてい

ると考えられます。しかしながら、「障害者差別（反対運動と障害児（者）施設）」、「身元調査

（身元調査と結婚）」については、前回より「差別だと思う」と考える人が減少しており、今後

も人権教育・啓発活動を効果的・継続的に推進し、誤解や偏見、差別をなくす取組が重要だと

言えます。 

校了_草津市「人権・同和問題」に関する市民意識調査報告書（概要版）.indd   4 2019/05/24   14:33:36



 - 3 - 

19.3%

35.3%

4.0%

7.3%

0.7%

2.7%

0.7%

12.7%

50.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

相手に抗議した　　　　

身近な人に相談した　　

人権センター・市役所に
相談した　　　　　　　

所属する会社や学校の　
相談室などに相談した　

弁護士に相談した　　　

警察に相談した　　　　

法務局、人権擁護委員に
相談した　　　　　　　

その他　　　　　　　　

黙ってがまんした　　　

(N=150)

２．市民が経験した人権侵害の実態 
 

この５年以内に人権侵害を受けた経験、その時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ ５年以内に人権侵害を受けた経験の有無     図表４ 人権侵害を受けたときにとった対応（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 人権侵害を受けた場面（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.7%

3.8%
12.6%

ある ない 無回答

(N=1,193)

14.7%

24.7%

9.3%

51.3%

2.7%

6.0%

0.7%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

家庭で　　　　　　　　　

地域社会や公共の場で　　

学校で　　　　　　　　　

職場で　　　　　　　　　

行政手続きや行政の対応で

福祉・医療サービスで　　

インターネット上で　　　

その他　　　　　　　　　

(N=150)

○５年以内に人権侵害を経験したことがある人は12.6％で、女性が男性に比べて多く、20歳代と

50歳代で多くなっています。【図表２】 

○人権侵害を経験した場面として「職場で」（51.3％）が最も多く、以下、「地域社会や公共の場

で」（24.7％）、「家庭で」（14.7％）、「学校で」（9.3％）、「福祉・医療サービスで」（6.0％）と

続いています。【図表３】 

○人権侵害を経験したときにとった対応は「黙ってがまんした」（50.0％）が最も多く、以下、「身

近な人に相談した」（35.3％）、「相手に抗議した」（19.3％）となっています。【図表４】 

○人権侵害を受けたことがある人の比率は前回調査と概ね同程度で、減少がみられませんでした。

また、人権侵害を受けたときに、相手に抗議ができる人はそれほど多くなく、多くの人が黙っ

て我慢されており、深刻化を防ぐためにも適切な相談機関、支援機関へできるだけ早期につな

いでいく必要があります。 

○現代社会には様々な場面で人権問題が生じており、人権侵害の背景や内容も多種多様であるた

め、迅速かつ的確に対応できるよう、相談支援に応じる職員の対応力の向上を図ったり、今後

も継続して、専門の関係機関・窓口と円滑に連携していくことが重要です。 
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３．さまざまな人権問題に対する市民の意識 

１）女性の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 男女平等に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ 女性の人権に関する相談窓口の認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3%

44.2%

56.3%

58.3%

29.6%

20.0%

50.5%

18.1%

52.6%

40.2%

38.7%

66.8%

75.7%

46.5%

78.0%

3.5%

2.9%

3.6%

4.3%

3.0%

3.9%

76.4% 3.3%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ａ．女性総合相談（草津市男女共同参画課）　　

Ｂ．市民相談室（草津市生活安心課）　　　　　

Ｃ．家庭児童相談室（草津市子ども家庭課）　　

Ｄ．人権相談（草津市立人権センター）　　　　

Ｅ．心配ごと相談（草津市社会福祉協議会）　　

Ｆ．配偶者暴力相談支援センター　　　　　　　
（滋賀県中央子ども家庭相談センター）　　

Ｇ．草津警察署生活安全課　　　　　　　　　　

Ｈ．女性の人権ホットライン（大津地方法務局）

知っている 知らない 無回答

(N=1,193)

17.0%

7.2%

30.9%

44.4%

35.6%

20.6%

26.8%

11.8%

28.4%

34.2%

30.9%

3.6%

18.5%

15.4%

19.5%

16.3%

20.8%

19.7%

3.6%

2.9%4.2%

3.3%

4.2%

3.4% 27.7% 43.6%

39.1%

20.9%

12.2%

10.1%

3.4%

10.8% 2.8%

1.1%

2.3%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ａ．家庭生活　　　

Ｂ．職場　　　　　

Ｃ．学校教育　　　

Ｄ．地域活動　　　

Ｅ．しきたりや慣習

Ｆ．法律や制度　　

十分平等になっている ある程度平等になっている あまり平等になっていない

全く平等になっていない わからない 無回答

(N=1,193)

○生活のさまざまな場面における男女平等に対する評価は、「家庭生活」や「職場」、「しきたりや

慣習」、「法律や制度」では、男女間であまり平等になっていない一方、「学校教育」では、ある

程度平等になっていると評価されています。【図表５】 

○女性の人権に関する相談窓口の認知率は、「人権相談（草津市立人権センター）」や「家庭児童相

談室（草津市子ども家庭課）」、「草津警察署生活安全課」、「市民相談室（草津市役所）」は５割前

後と高いものの、「女性総合相談（草津市男女共同参画課）」、「配偶者暴力相談支援センター」や、

「女性の人権ホットライン（大津地方法務局）」は約２割と低く、認知率に大きな差がみられます。

【図表６】 

○「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識に反対する人が増えつつありますが、

依然として多くの場面で男女平等が達成されていると感じる人は少なく、早期の相談や支援に

つなげられるよう、各種相談窓口の認知率を向上させていく必要があります。 
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２）子どもの人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７ 子どもに関して、人権尊重の観点から見て問題があると思うこと（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9%

35.7%

81.5%

79.3%

48.6%

20.6%

6.0%

0.8%

1.0%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

習い事や塾を決めるとき、子どもの意見を聞かずに
決める　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

言うことを聞かないからしつけのためにたたく　　

子どもに「生まれてこなければよかったのに」と　
言う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子どもに十分な食事を与えない　　　　　　　　　

子どもの前で配偶者（妻・夫）に暴力をふるう　　

わいせつな写真の載った雑誌を子どもに見せる　　

深夜に子どもを連れて外出する　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○子どもに関して、人権尊重の観点から見て問題があると感じていることは、「子どもに『生まれ

てこなければよかったのに』と言う」（81.5％）が最も多く、以下、「子どもに十分な食事を与

えない」（79.3％）、「子どもの前で配偶者（妻・夫）に暴力をふるう」（48.6％）、「言うことを

聞かないからしつけのためにたたく」（35.7％）と続いています。上位２項目はいずれも７割以

上と突出しています。【図表７】 

○上位２項目は各年齢層で多く、50歳代以下の各年代で８割以上を占めています。また、「言うこ

とを聞かないからしつけのためにたたく」は50歳以上の各年代で比較的問題意識が強い傾向が

みられます。 

○子どもに関して人権尊重の観点からみて問題があると感じている人は、各項目において、全体

的に増加しています。また、近年、子どもへの虐待やいじめに関する報道が相次いでいること

もあり、子どもの人権に関する意識は高まりつつあると考えられます。【図表７】 
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３）高齢者の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 高齢者に関して、人権尊重の観点から見て問題があると思うこと（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.5%

20.0%

5.3%

23.3%

19.5%

31.7%

29.3%

50.0%

44.8%

1.7%

2.7%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

経済的な保障が十分でない　　　　　　　　　　　

就職が難しい、労働条件が不利など働くための　　
環境が良くない　　　　　　　　　　　　　　　　

ボランティア活動などを通じて能力を発揮する　　
機会が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　

賃貸住宅への入居が難しい・断られる　　　　　　

高齢者が暮らしやすいバリアフリーのまちづくり・
住宅づくりが進んでいない　　　　　　　　　　　

邪魔者扱いをされ、意見や行動が尊重されない　　

詐欺や悪徳商法の対象として狙われる　　　　　　

家族に介護を放棄されたり、虐待されたりする　　

病院や福祉施設において不当な扱いや虐待を受ける

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○高齢者に関して、人権尊重の観点から見て問題があると感じていることは、「家族に介護を放棄

されたり、虐待されたりする」（50.0％）が最も多く、以下、「病院や福祉施設において不当な

扱いや虐待を受ける」（44.8％）、「邪魔者扱いをされ、意見や行動が尊重されない」（31.7％）、

「経済的な保障が十分でない」（31.5％）と続いています。高齢者への虐待や個人の尊厳が尊重

されないことを問題視する人が多くなっています。【図表８】 

○各年代で「家族に介護を放棄されたり、虐待されたりする」が最も多く、40歳代以下と60歳代

では半数以上を占めています。また、60歳代以下では「病院や福祉施設において不当な扱いや

虐待を受ける」、70歳以上では「経済的な保障が十分でない」が多い傾向がみられます。 

○前回調査に引き続き、高齢者への虐待についての問題意識が強く、虐待などの防止、早期発見、

早期対応が必要と考える人が多くなっています。 
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４）障害者の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表９ 障害者に関して、人権尊重の観点から見て問題があると思うこと（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.5%

50.0%

8.6%

13.7%

25.6%

5.6%

28.2%

26.9%

21.0%

18.7%

26.0%

1.1%

1.5%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

経済的な保障が十分でない　　　　　　　　　　　　

就職が難しい、労働条件が不利など働くための　　　
環境が良くない　　　　　　　　　　　　　　　　　

スポーツや文化活動、地域活動に気軽に参加できない

賃貸住宅への入居が難しい・断られる　　　　　　　

障害のある人が暮らしやすいバリアフリーの　　　　
まちづくり・住宅づくりが進んでいない　　　　　　

詐欺や悪徳商法の対象として狙われる　　　　　　　

家族に介護を放棄されたり、虐待されたりする　　　

病院や福祉施設において不当な扱いや虐待を受ける　

障害があることを理由に、結婚に周囲が反対する　　

店や施設の利用、タクシーの乗車などサービスの　　
提供を拒否される　　　　　　　　　　　　　　　　

じろじろ見られたり、避けられたりする　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○障害者に関して、人権尊重の観点から見て問題があると感じていることは、「就職が難しい、労

働条件が不利など働くための環境が良くない」（50.0％）が最も多く、以下、「家族に介護を放

棄されたり、虐待されたりする」（28.2％）、「病院や福祉施設において不当な扱いや虐待を受け

る」（26.9％）、「じろじろ見られたり、逃げられたりする」（26.0％）が続いており、障害者に

対する理解の不十分さ、それによる社会参加・経済的自立の阻害、虐待に関する事項が多くあ

げられています。【図表９】 

○各年代で「就職が難しい、労働条件が不利など働くための環境が良くない」が最も多く、40歳

代～60歳代では半数以上を占めています。また、「病院や福祉施設において不当な扱いや虐待を

受ける」では40歳代以下が、「障害のある人が暮らしやすいバリアフリーのまちづくり・住宅づ

くりが進んでいない」では50歳代以上が比較的多くなっています。 

○障害者に対する理解の普及や、社会参加・経済的自立のための就労の機会確保に向けた取組の

必要性を感じる人が、前回調査に引き続き、多くなっています。 
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５）外国人の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表10 外国人に関して、人権尊重の観点から見て問題があると思うこと（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.5%

49.8%

13.2%

19.5%

11.4%

19.2%

22.1%

23.7%

12.2%

1.7%

3.3%

11.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

言葉や習慣、文化などが違うために、地域社会に
受け入れられにくい　　　　　　　　　　　　　

就職や仕事の内容、労働条件などで不利な扱いを
受ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

店や施設の利用、タクシーの乗車などサービスの
提供を拒否される　　　　　　　　　　　　　　

賃貸住宅への入居が難しい・断られる　　　　　

じろじろ見られたり、避けられたりする　　　　

国籍を理由に、結婚に周囲が反対する　　　　　

福祉など制度面での制限がある　　　　　　　　

病院や駅、公共施設などで外国語の案内表示や　
情報提供が十分でない　　　　　　　　　　　　

本名では差別や不利益を受けることがあるため、
やむなく通称名を使う人が多い　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特にない　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わからない　　　　　　　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○外国人に関して、人権尊重の観点から見て問題があると感じていることは、「就職や仕事の内容、

労働条件などで不利な扱いを受ける」（49.8％）が最も多く、以下、「言葉や習慣、文化などが

違うために、地域社会に受け入れられにくい」（46.5％）、「病院や駅、公共施設などで外国語の

案内表示や情報提供が十分でない」（23.7％）、「福祉など制度面での制限がある」（22.1％）が

続いており、外国人であることを理由とする不当な格差が特に問題だと認識されています。【図

表10】 

○各年代で「言葉や習慣、文化などが違うために、地域社会に受け入れられにくい」、「就職や仕

事の内容、労働条件などで不利な扱いを受ける」が上位２項目を占めています。また、「病院や

駅、公共施設などで外国語の案内表示や情報提供が十分でない」、「国籍を理由に、結婚に周囲

が反対する」、「店や施設の利用、タクシーの乗車などサービスの提供を拒否される」は、20歳

代が比較的多くなっています。 

○前回調査より「外国人の就職の機会均等を確保したり、不当な労働条件を改善したりする」が

増加しており、就労・労働環境の改善が必要と感じる人が多くなっています。 
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６）同和問題を解決するために必要と思う対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表11 同和問題を解決するために必要と思う対策（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.9%

20.1%

36.2%

46.1%

22.5%

37.5%

26.9%

7.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

同和地区の人びとの収入の安定・向上を図り、
生活力を高める　　　　　　　　　　　　　　

同和地区の住宅環境や生活環境を良くする　　

差別意識をなくすための同和教育を徹底する　

人権尊重についての学校教育を徹底する　　　

基本的人権を守り、民主主義の徹底をめざす　
国民的な運動をもっと拡大強化する　　　　　

同和地区の人びとが、一定の地域にかたまって
住まないで、分散して住むようにする　　　　

同和地区のことは、口に出さず、　　　　　　
そっとしておけば、差別は自然になくなる　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○同和問題を解決するために必要と思う対策については、「人権尊重についての学校教育を徹底

する」（46.1％）が最も多く、以下、「同和地区の人びとが、一定の地域にかたまって住まないで、

分散して住むようにする」（37.5％）、「差別意識をなくすための同和教育を徹底する」（36.2％）、

「同和地区のことは、口に出さず、そっとしておけば、差別は自然になくなる」（26.9％）と続

いています。【図表 11】 

○過去３回の調査と比較すると、「人権尊重についての学校教育を徹底する」、「差別意識をなく

すための同和教育を徹底する」「同和地区の人びとが、一定の地域にかたまって住まないで、分

散して住むようにする」は増加傾向が見られます。また、「同和地区の人々の収入の安定・向上

を図り、生活力を高める」も、回答の割合は毎回最も少ないがわずかずつ増加しています。一方、

「同和地区のことは、口に出さず、そっとしておけば、差別は自然になくなる」は前回調査より

やや少なくなっているが、20 歳代と 70 歳以上では、ほかの年代と比べて多くなっています。 

○人権尊重についての学校教育の徹底や、差別意識をなくすための同和教育の徹底が必要と回答

する人は、回を重ねるごとに多くなっています。若年層では同和問題の起源について誤った認識

を持っている人が比較的多いことや、部落分散論や自然解消論を考える人が依然として一定数い

ることなどを踏まえると、引き続き教育・啓発による正しい知識・理解の普及が必要です。 
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４．市民の人権問題に対する関心と学習姿勢 

１）啓発活動への参加、学習資料等の閲読状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表12 研修会・講習会等の啓発活動の参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地域総合センター（隣保館）の諸事業」は、地域総合センター（隣保館）を「知っている」と回答した人を集計対象

としています。 

 

図表13 草津市が発行する学習資料等の閲読状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6%

13.2%

7.8%

4.3%

41.4%

27.2%

17.9%

57.8%

70.0%

7.2%

24.1% 59.8%

40.9%

6.5%

4.4%

7.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Ａ．学習資料「めざめ」　　　　　　　　　　　　

Ｂ．広報「くさつ」の「差別のない明るいまちに」

Ｃ．人権センターだより「ぴーぷる」　　　　　　

Ｄ．男女共同参画啓発紙「みんなで一歩」　　　　

いつも読んでいる 時々読んでいる 読んだことがない 無回答

(N=1,193)

12.2%

9.7%

17.0%

15.3%

14.6% 8.7% 58.7% 1.0%

17.8% 12.0%

12.7%

54.6%

51.4%

3.4%

11.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

研修会・講習会(N=1,193)　　　　　　　　　

町内学習懇談会(N=1,193)　　　　　　　　　

地域総合センター（隣保館）の諸事業(N=288)

４回以上参加したことがある ２～３回参加したことがある １回だけ参加したことがある

参加したことがない 無回答

○「研修会・講演会」・「町内学習懇談会」・「地域総合センター（隣保館）の諸事業」での啓発活

動への参加状況は、いずれも５割以上の人が参加したことがありません。参加したことがない

理由として、人権問題に関する研修会・講演会と「町内学習懇談会」では、「研修会などが開か

れているのを知らなかったから」や「仕事の都合で参加できなかったから」が多くなっている

ことから、研修会等の周知や開催方法に課題があると言えます。また、「関心がないから」も２

割程度となっています。【図表12】 

○草津市発行の学習資料等の閲読状況は、「広報『くさつ』の『差別のない明るいまちに』」は時々

読んでいる人も含めて54.6％の閲読率ですが、いずれの学習資料等も、調査を重ねるごとに「読

んだことがない」が増加しています。【図表13】 

○市民が研修会等に関心を持ち、参加率を向上させるためには、研修会等の意義を周知するとと

もに研修内容の工夫を図るなどして参加を促すことが大切です。また、学習資料等の閲読率の

向上についても、学習資料の周知方法等の工夫・改善が必要です。 
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２）人権に関する宣言や法律、条例等の認知状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表14 人権に関する宣言や法律、条例等の認知状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.5%

3.9%

79.5%

13.6%

53.5%

50.9%

27.0%

26.8%

17.6%

19.9%

24.1%

27.7%

10.7%

15.8%

9.2%

19.6%

2.9%

2.9%

7.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

世界人権宣言　　　　　　　　　　　　　　　　

人権教育のための世界プログラム　　　　　　　

日本国憲法　　　　　　　　　　　　　　　　　

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律　　　

児童虐待防止法　　　　　　　　　　　　　　　

ＤＶ防止法　　　　　　　　　　　　　　　　　

高齢者虐待防止法　　　　　　　　　　　　　　

障害者虐待防止法　　　　　　　　　　　　　　

障害者差別解消法　　　　　　　　　　　　　　

ヘイトスピーチ解消法　　　　　　　　　　　　

部落差別解消推進法　　　　　　　　　　　　　

水平社宣言　　　　　　　　　　　　　　　　　

同和対策審議会答申　　　　　　　　　　　　　

ゆたかな草津、人権と平和を守る都市宣言　　　

草津市人権擁護に関する条例　　　　　　　　　

草津市男女共同参画推進条例　　　　　　　　　

人権擁護に関する基本方針（改訂版）　　　　　

第３次草津市男女共同参画推進計画（後期計画）

草津市人権教育基本方針　　　　　　　　　　　

(N=1,193)

○人権に関する宣言や法律、条例等の認知状況をみると、「日本国憲法」が最も多く、次いで「世

界人権宣言」、「児童虐待防止法」、「ＤＶ防止法」となっており、これらはいずれも半数以上を

占めています。一方、それ以外の法律、条例等の認知率はいずれも３割未満となっており、「ゆ

たかな草津、人権と平和を守る都市宣言」、「草津市人権擁護に関する条例」、「草津市男女共同

参画推進条例」等の本市の条例等の認知率はいずれも２割未満で、前回調査よりも低下してい

ます。【図表14】 

○草津市が発行する学習資料等の閲読頻度が高い人ほど、人権に関する法律等の認知率が高い傾

向にあり、学習資料・啓発媒体の閲読が認知率の向上に繋がっています。 
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３）自身の人権問題に関する学習のあり方・姿勢について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表15 自身の人権問題に関する学習のあり方・姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.9%

8.9%
7.0% 20.3% （もっと）学習したいと思う

一応の理解を持っているつもりなの
で、あまり学習する気はない

自分には関係のないことなので、学
習する気はない

無回答

(N=1,193)

○市民自身の人権問題に関する学習のあり方・姿勢としては、「（もっと）学習したいと思う」は

20.3％となっており、前回調査とほぼ同率です。一方、「一応の理解を持っているつもりなので、

あまり学習する気はない」、「自分には関係のないことなので、学習する気はない」も前回調査

とほぼ同率であり、約７割は人権問題に関する学習に消極的な姿勢を示しています。なお、学

習意欲は年齢が上がるにつれて減少し、20歳代が最も積極的な姿勢を示しています。【図表15】 

○人権に関する学習意欲は前回調査から向上していないことから、ＬＧＢＴなど今日的なテーマ

も取り上げながら様々な人権問題について理解・関心を深められるような機会づくりが重要で

す。そのためには、学習資料や啓発媒体を活用し、広く知ってもらえる工夫が必要です。 

○市民の人権意識の向上を図り当事者意識を高めていくためには、引き続き人権教育・啓発に注

力していく必要があります。今後は、調査で明らかとなった性別や年齢等の属性ごとの特徴を

踏まえて対象に沿ったアプローチを工夫し、より多くの市民の関心を喚起していくことが大切

です。 
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